
海外児童生徒教育相談Ｑ＆Ａ 

2019.11 

 

外国人児童生徒教育相談 

 

Q１： 子どもは来日したばかりで日本語ができないのですが、日本の小学校に入る

ことはできますか。 

 

A１： 日本での在留する資格があり、日本の義務教育年齢に相当するお子さんは、

日本語が話せなくても日本の小学校、中学校に入学することができます。市役所

（または区役所）で住民票の届けを出す際に、小・中学校への編入を希望してい

ることを伝えてください。市役所または区役所での通訳が必要な場合は、名古屋

国際センター情報サービスコーナーへご連絡ください。 

 

 


